
 報告第２号 

 

専決処分の報告（座喜味地内での道路反射鏡による車両損傷の和解及び損害

賠償）について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので同条第２項の規定により報告します。 

 

 

令和６年２月６日提出 

読谷村長 石 嶺 傳 實 



和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

次のとおり座喜味地内での道路反射鏡による車両損傷の和解及び損害賠償の額

を定めることについて専決処分とする。 

 

１ 相手方 住所 読谷村字伊良皆283番地２ ウインズガーデンＭ402 

      氏名 山沢 もも 

 

２ 損害賠償額 427,603円 

 

３ 概要 別紙事故報告書のとおり 

 

 

令和５年12月20日 

読谷村長 石嶺 傳實 

  



 

事故報告書 

発 生 日 時  令和５年８月１日（火曜日） 午後７時頃 

発 生 場 所 読谷村字座喜味2723番地１ 

 

状 況 

令和５年８月１日午後７時頃、読谷村字座喜味2723番地１において

村が管理する道路反射鏡が令和５年台風第６号に伴う暴風で倒れ、赤

信号で停車している車両に当たり、ルーフ、ボンネット及びフロントガ

ラスに凹みや傷の損傷を加える損害を与えた。 

被害者とは調整の結果、令和５年12月20日賠償金支払いで示談。 

事故があった場所の状況としては事故後に修繕を行うことにより改

善されている。 
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